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防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶 6001600160016001/5911/5911/5911/5911----S1S1S1S1及び及び及び及び 6006006006002222////5915915915911111----S1S1S1S1    

製品交換のお願い製品交換のお願い製品交換のお願い製品交換のお願い    

 

 

 拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、 
 厚く御礼申しあげます。 
 

 さて、弊社で販売しております防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶 2アイテム 
 （ 6001/5911-S1, 6002/5911-S1）において、ろ過材に表示されている国家検定合格標章に印字 
 不備の製品を出荷した事実が判明しました。このため、製品の交換を実施させていただきます。 
 

 大変お手数ではございますが、貴社におかれまして該当製品の在庫をお持ちでしたら、 
 弊社専用交換窓口弊社専用交換窓口弊社専用交換窓口弊社専用交換窓口までご連絡いただきますようお願い申しあげます。 
 

 ご連絡いただいた該当製品につきましては、すべて同数の正規品と交換させていただきます。 
 

 詳細につきましては添付「製品交換の詳細について」をご参照いただきますようお願い 
 申しあげます。 
    

 なお、本件不備は印字の誤りのみであり、防毒マスク用途のご使用にあたり、なんら 
 性能上の問題はございません。    
    

 本件不備により、ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申しあげます。 
 

 事情ご賢察の上、何卒よろしくお願い申しあげます。 
 

 敬 具 
 

 



 

 製品交換の詳細について製品交換の詳細について製品交換の詳細について製品交換の詳細について 
 ■ 対象製品と不備内容 対象製品：対象製品：対象製品：対象製品：防じん機能を有する防じん機能を有する防じん機能を有する防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶防毒マスク用吸収缶    6001/59116001/59116001/59116001/5911----S1S1S1S1及び及び及び及び 6002/5911 6002/5911 6002/5911 6002/5911----S1, S1, S1, S1,     不備内容：防じんマスクとしての規格(RL1)を満たしていないろ過材に対し、防じんマスク

6000/5911-RL1の合格標章を誤って表記した 
 【対象製品の表記】  【今後出荷する製品の表記】 

 

 

 

 

 ■ 交換対象製品 
2006年 11月～2006年 12月及び 2007年 8月～2008年 5月の期間中にご購入いただいた製品 

 ■ 交換方法について 誠にお手数をおかけいたしますが、下記宛先へ着払いでご送付頂けますようお願い申しあげます。 折り返し、当社より同数の正規品を直送させていただきます。 
 

 

送付先：〒送付先：〒送付先：〒送付先：〒229229229229----1185 1185 1185 1185 神奈川県相模原市南橋本神奈川県相模原市南橋本神奈川県相模原市南橋本神奈川県相模原市南橋本 3333----8888----8888    

                                                                                スリーエムヘルスケア株式会社スリーエムヘルスケア株式会社スリーエムヘルスケア株式会社スリーエムヘルスケア株式会社    製造部製造部製造部製造部    吸収缶係吸収缶係吸収缶係吸収缶係    

                                        電話電話電話電話(042) 779(042) 779(042) 779(042) 779----2393239323932393            

    

 ■ 今後の出荷に関して 今後出荷する表示上の不備がないことを確認した製品につきましては、識別のため、当分の期間、対象製品出荷カートン及び吸収缶の製品ラベル表示部左上に青い丸シールを貼付します。 
 以 上 


